
千葉県科学技術功労者表彰実施要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、科学技術の振興に関し、顕著な功績を挙げた者を千葉県科学

技術功労者として表彰することにより、科学技術の普及、奨励を図り、もっ

て科学技術水準の向上に資するため、千葉県表彰規則及び千葉県表彰事務取

扱要綱に基づき必要な事項を定める。 

 

第２ 対象 

１ 知事は、次の(１)から(４)のいずれかに該当する者であって、その功績

が顕著であり、原則として２０年以上にわたり科学技術の振興に寄与し、

科学技術の進歩、産業の発展、文化の向上、その他県民の福祉の増進に貢

献した者を、科学技術功労者として表彰する。 

  ただし、(４)に該当する者については、この限りでない 

（１）科学技術上の進歩、発展に関し、多年にわたり発明又は研究を行い、

成果を挙げた者 

（２）優秀な国産技術の育成、実施に貢献した者 

（３）科学技術の普及、啓発又は発明の奨励に貢献した者 

（４）科学技術上特に優れた発明又は研究を行った者 

２ １に該当する者であっても、次の(１)から(７)のいずれかに該当する者

は、原則として表彰しないものとする。 

（１）県内に所在しない事業所等に勤務する者又は経営する主たる事業所 

等を県内に有しない者 

（２）過去において当該表彰を受けた者 

（３）同一の業績により、科学技術に関する国家表彰等を受けた者 

（４）主たる発明又はその関連発明について係争中の者 

（５）千葉県職員である者 

（６）公共試験研究機関及び大学に勤務する者 

（７）その他表彰することが不適当であると認められる者 

 

第３ 推薦手続 

１ 市町村長及び２に定める推薦団体の代表者は、第２ １ (１)から(４)の

いずれかに該当する者があるときは、推薦書（別記第１号様式）に次の(１)

から(５)に掲げる書類を添付して知事へ推薦することができる。 

（１）候補者調査書（別記第２号様式） 

（２）候補者調査書抄録（別記第３号様式） 

（３）履歴書（知事表彰等推薦手続きにおける提出書類について（平成１  

９年６月２９日付け総第２１６号）様式３) 

（４）戸籍抄本 

（５）主要な特許公報、研究論文、その他参考となる資料 



２ 推薦団体とは、千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県

中小企業団体中央会、公益財団法人千葉県産業振興センター等の団体をい

う。 

 

３ 被推薦者は１事業所等につき１名とする。ただし、第２ １（４）に該当

する場合は、この限りではない。 

 

第４ 被表彰者の決定 

知事は、第３の規定により推薦書の提出があったときは、別に定める千葉

県科学技術功労者表彰選考委員会に諮り、被表彰者を決定する。 

 

 

第５ 表彰 

表彰は、表彰状の授与をもって行う。また表彰は、毎年、科学技術週間

中に行うものとする。 

 

附則 

この要領は、平成２０年１０月１日から施行する。 


